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適切 最終評価確認者： 子ども支援室長  宇野　 勉

⑤
事
業
の
評
価

総合判定
　　要支援児童等の相談について定期相談の他、巡回相談やケース会議、事例検討会等多様な方法により関係機関
との連携を大切にしながら保護者支援を行った。
　　子育ての悩みに耳をかたむけ、児童及び保護者の支援を適切に行うことは、児童虐待等の予防にも有効な手立て
となっている。

Ａ
順調に進んだ

　　相談ニーズが大変高く終結ケースが少ないために定期相談の予約が取りにくくなっている。新規相談ケースについては早急に発達
検査や聞き取り等を実施し、2週間以内の面接につなげるようにしているが、定期相談の枠外や時間外対応になることが多い。

　　順調に推移しているケース（特段の継続希望があるケースを除く）については終結を進め、相談の予約待ちを短縮していく必要があ
る。

事業目的の妥当性： 適切 有効性：

総人件費 14,434
総コスト 23,143

一般財源 7,230 8,303
再
掲

翌年度への繰越額 0
前年度からの繰越額

⑤　/　⑥
地方債 受益者負担額

0 0

国庫支出金 1,080 1,026 所要人員 1.95

人
件
費

総人件費 14,434
事業費 8,930 8,709 一般職員人件費 14,434

④
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計
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・
実
績

年度計画 年度実績
定期的な相談として、子どもの育ち相談（子ども支援室スタッ
フ）、医療相談（児童精神科医）、療育手帳相談（県児童相談所）
を行っている。また、保護者や園・学校等からは随時相談を受け
付けている。
相談の総件数は、平成26年度は568件と前年比17件増となり、
年々増加している。
相談内容は、発達や言語に関するものが248件で最も多くなって
いるが比率としては低下傾向にある。その半面で養護相談（虐待
や養育困難）・家庭問題・育児・不適応・不登校・非行・触法の相
談が合計で243件と比率が年々高くなってきている。

事
業
費

計画額 予算額 決算額

県支出金 620 620

平均給与額×③

その他 受益者負担率 0.0%

②

児童福祉法による相談 実績値 498 551 568
単位 件 件 件

成
果

①

名称 要支援児童等の相談件数 計画値

補足

件

補足
医療相談（児童精神科医）　　毎月第１木曜　12回／年 実績値 38 42 42

単位 件 件

名称 医療と連携した相談 計画値

件

③
指
標

２４ 年度 ２５ 年度 ２６ 年度

活
動

①

名称 子どもの総合相談 計画値

補足
子どもの育ち相談　定期相談として週2回　※H25より子どもの
総合相談として専門監相談と子どもの育ち相談を合算。

実績値 171 353 352
単位 件 件

基本施策 02:子育て支援 款 民生費

②
目
的
・
概
要

目
的
・
概
要

対象 要支援児童とその家庭

要支援児童とその家庭への直接相談と、必要に応じての関係機関との調整により、児童が地域で健やかに成長していけるように支
援を行う。　　　　　　　　　　子ども相談窓口の一元化を図るとともに、専門性の向上に努め、子どもの育ちに関するネットワークの充
実を図る。

Ｈ26(標準事業)

①
基
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事
項

事業コード 事業名 部名 健康福祉部(子ども総合ｾﾝﾀｰ)

03176-1 児童家庭支援事業 室名 子ども支援室

施策の方向 02:すべての子育てを支援するしくみづくり 項 児童福祉費

戦略ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 目 児童福祉総務費

施
策
体
系

基本施策の大綱 05:次世代を担う人づくりと歴史文化の振興 財
務
科
目

会計 一般会計


